
【 】 市町村が個別に運営
【 】 都道府県が財政運営責任を担う

など中心的役割 

市町村 
都道府県 

・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）

・ 市町村ごとの納付金を決定

市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、
 広域化を促進

・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業 

（構造的な課題）

 ・年齢が高く医療費水準が高い

 ・低所得者が多い

 ・小規模保険者が多い 

都道府県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付 

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営に
中心的役割を果たす市町村 

市町村 

市町村 

市町村 

市町村 

国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付） 

※被保険者証は都道府県名のもの
※保険料率は市町村ごとに決定
※事務の標準化、効率化、広域化を進める

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の

国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付 

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化） 

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、
地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う 

国保制度改革の概要

～H29
H30～

厚生労働省HP掲載資料を一部加工
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保険料水準統一加速化プラン（第２版）（概要）

①保険料変動の抑制：特に小規模な保険者で、高額な医療費の発生等による年度間の保険料の変動を抑制可能。

②被保険者間の公平性確保：保険運営の都道府県単位化を踏まえ、都道府県内のどの市町村でも、同じ保険給付を同じ保険料負担で受け

られることで被保険者の公平性が確保可能。（保険運営の都道府県単位化は平成30年度国保改革で実現済）

保険料水準の統一の意義・定義

保険料水準の統一のスケジュール

完全統一納付金ベースの統一

二次医療圏ごとの統一

・都道府県・市町村間の
共通認識醸成

・目標年度の設定

・αの引下げ
・激変緩和措置や医療費適正化
の更なる取組

・市町村個別の歳出・歳入

項目の取扱いの整理

・標準的な収納率による調整

・保険料算定基準の統一

・激変緩和措置

⚫ 納付金ベースの統一：各市町村の納付金に各市町村

の医療費水準を反映させない

⚫ 完全統一：同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同

じ保険料とする

今 期 国 保 運 営 方 針 策 定 期 間
（Ｒ６年度～Ｒ 1 1年度）

統一の定義

Ｒ６年度～ Ｒ 1 2年度

・運営方針の中間見直し年の前年（Ｒ８年）の意思決定を目指し、取組を加速化
・特別調整交付金や保険者努力支援制度でインセンティブ強化（Ｒ６年度～）

統一の意義

次 期 国 保 運 営 方 針 策 定 期 間
（Ｒ 1 2年度～Ｒ 1 7年度）

～Ｒ 1 8年度
※Ｒ 1 5年度を
目指す

統一の目標年度
⚫ 納付金ベースの統一：令和12年度保険料算定までの達成を目標とする。
今期国保運営方針の中間見直し年度の前年（令和８年）に向けた取組
の加速化を進める。

⚫ 完全統一：全国において、次期国保運営方針期間（令和12～17年度）
の中間年度（令和 15年度）までの移行を目指しつつ、遅くとも令和
17年度（令和18年度保険料算定）までの移行を目標とする。

※完全統一についても、今期国保運営方針の中間見直し年度の前年（令和８年）
に目標年度の意思決定ができるよう取組を進める。

令和６年６月26日付け厚生労働省保険局国民
健康保険課事務連絡「保険料水準統一加速化
に向けた支援パッケージについて（周知）」
別添資料を一部加工
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保 険 税 水 準 の 統 一 に 向 け た 取 組 工 程 表

令和８年度 令和９年度
令和10年度

(納付金ベースの統一)
令和11年度

令和12年度

（収納率の差を反映し

た統一の目標年度）

令和13年度 令和14年度
令和15年度

(完全統一の目標年度)
・・・

第３期運営方針

次期運営方針策定運営方針見直し

α＝0.5 α＝0.3 α＝0

徐々に、各市町村の納付金の配分に医療費水準を

反映させないこととする。

市町村間の差異の解消

税の算定方法（課税対象）を移行可能な市町村から３方式に移行

収 納 率 向 上

医 療 費 適 正 化

事 業 の 広 域 化

完全統一に向け、市町村と県との間で統一の範囲や内容を協議

《主な検討項目》

○事業の内容・給付等の基準

○保険税や一部負担金の減免等の基準

○事業費・関連収入の取扱い

協議の結果、統一が可能となったものにつき、順次統一

合意した全市町村統一の内容により

事業を実施

※ 統一しないこととしたものを除く。

第４期運営方針

県内全市町村において収納率分のみ

異なる保険税率により賦課

県内全市町村で

同じ保険税率により賦課

＝ 完全統一

税対象範囲の事業費・関連収入を

県全体で負担（活用）

目 指 す 形

負担能力に

応じた納付

金の配分

納付金の年

度間の激変

緩和

県全体で相

互に支え合

う仕組み

所得・世帯

構成が同じ

であれば同

じ保険税

基準の統一、

共同実施等

による効率

的な事業の

実施

国
保
財
政
の
安
定
化

受
益
と
負
担
の
公
平
性
の
確
保

サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上

運営方針見直し
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